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特別支援教育の理念をもう一度確認する

特別支援教育特別支援教育特別支援教育特別支援教育はははは、、、、障害障害障害障害のあるのあるのあるのある幼児児童生徒幼児児童生徒幼児児童生徒幼児児童生徒のののの自立自立自立自立やややや社社社社
会参加会参加会参加会参加にににに向向向向けたけたけたけた主体的主体的主体的主体的なななな取組取組取組取組をををを支援支援支援支援するというするというするというするという視点視点視点視点にににに立立立立ちちちち、、、、
幼児児童生徒一人一人幼児児童生徒一人一人幼児児童生徒一人一人幼児児童生徒一人一人のののの教育的教育的教育的教育的ニーズニーズニーズニーズをををを把握把握把握把握しししし、、、、そのそのそのその持持持持
てるてるてるてる力力力力をををを高高高高めめめめ、、、、生活生活生活生活やややや学習上学習上学習上学習上のののの困難困難困難困難をををを改善又改善又改善又改善又はははは克服克服克服克服するするするする
ためためためため、、、、適切適切適切適切なななな指導及指導及指導及指導及びびびび必要必要必要必要なななな支援支援支援支援をををを行行行行うものであるうものであるうものであるうものである。。。。
また、特別支援教育は、これまでの特殊教育の対象の障
害だけでなく、知的な遅れのない発達障害も含めて、特別
な支援を必要とする幼児児童生徒が在籍する全ての学校
において実施されるものである。
さらに、特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒への
教育にとどまらず、障害の有無やその他の個々の違いを認
識しつつ様々な人々が生き生きと活躍できる共生社会の形
成の基礎となるものであり、我が国の現在及び将来の社会
にとって重要な意味を持っている。



特別支援学校 特別支援学級 通級による指導 通常学級

・視覚障害者

・聴覚障害者

・知的障害者

・肢体不自由者

・病弱者

(身体虚弱を含む)

認定就学者（視覚・聴覚・知的・肢体・病弱）

・弱視者

・難聴者

・知的障害者

・肢体不自由者

・身体虚弱者

（病弱者を含む）

・言語障害者

・自閉症・情緒障害者 ※

・弱視者

・難聴者

・肢体不自由者

・病弱者及び

身体虚弱者

・言語障害者

・自閉症者

・情緒障害者
・学習障害者

・注意欠陥多動

性障害者

・弱視者

・難聴者

・知的障害者

・肢体不自由者

・病弱者及び

身体虚弱者

・言語障害者

・情緒障害者

・自閉症者

・学習障害者

・注意欠陥

多動性障害者

・その他の

発達障害者

・その他

特別な支援を必要とする児童生徒の就学について

(学校教育法施行規則 第140条)

(H14年291号通知)

(学校教育法第81条の2)

(H14年291号通知)

(学校教育法第72条)

学校制度を知る

(20文科初第1167号)
(17文科初第1178号)

共生社会の形成

に向けた

インクルーシブ教育

システム構築のための

特別支援教育の推進

（報告）

http://www.mext.go.jp/b_men

u/shingi/chukyo/chukyo3/0

44/houkoku/1321667.htm

就学指導資料
の中に入れる

事例として

取り上げる



特別支援教育特別支援教育特別支援教育特別支援教育のののの対象対象対象対象のののの概念図概念図概念図概念図（（（（義務教育段階義務教育段階義務教育段階義務教育段階））））

視覚障害

聴覚障害

知的障害

肢体不自由

0.83（％）

（約９万１千人）

ＬＤ・ＡＤＨＤ・高機能自閉症等

６.５％程度の在籍率

視覚障害

聴覚障害

肢体不自由
病弱・身体虚弱

言語障害

視覚障害 知的障害
聴覚障害 肢体不自由

特 別 支 援 学 校特 別 支 援 学 校特 別 支 援 学 校特 別 支 援 学 校

義務教育段階の全児童生徒数 １０５３万人

（平成２３年５月１日現在）

自閉症

情緒障害

学習障害（ＬＤ）
注意欠陥多動性障害（ ＡＤＨＤ）

0.63％％％％
（（（（約約約約６６６６万万万万５５５５千人千人千人千人））））

0.62％％％％

（（（（約約約約２９２９２９２９万人万人万人万人））））

※２

2.71％％％％

（（（（約約約約６６６６万万万万５５５５千人千人千人千人））））

※１

視覚障害 肢体不自由

聴覚障害 病弱・身体虚弱

知的障害 言語障害

自閉症・情緒障害 1.47％％％％

小 学 校小 学 校小 学 校小 学 校 ・・・・ 中 学 校中 学 校中 学 校中 学 校

病弱・身体虚弱

特別支援学級特別支援学級特別支援学級特別支援学級

通常通常通常通常のののの学級学級学級学級

通級通級通級通級によるによるによるによる指導指導指導指導

（（（（約約約約１５１５１５１５万万万万５５５５千人千人千人千人））））

※１ ＬＤ（Learning  Disabilities）：学習障害
ＡＤＨＤ（Attention-Deficit / Hyperactivity  Disorder) ：注意欠陥多動性障害

※２ この数値は、平成24年に文部科学省が行った調査において、学級担任を含む複数の教員により判断された回答に基づくものであり、医師の診断によるものでない。



障害者の定義

教育基本法
平成十八年十二月二十二日法律第百二十号

教育の機会均等

• 第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教

育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条

、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教
育上差別されない。

• ２ 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障

害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上
必要な支援を講じなければならない。

• ３ 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわら

ず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨
学の措置を講じなければならない。



措置制度の歴史的意義と限界（宮田）

• 障害種別ごとの施設体系
• 措置定員の存在
• 対象年齢の存在
• あたま数主義
• サービス提供場所の限定
• 利用者に選択権がない

・サービス提供者

優位の支援に

なりがち

・地域生活や育児

への柔軟な支

援ができない

措置制度の問題点措置制度の問題点

・行政の責任で「社会的弱者」を保護することを目的にしている

＝「行政処分」

・「障害者＝社会的弱者」とするなら、

限られた社会資源を配分する仕組みとしては有効だった

戦後の社会福祉の基盤となった「措置制度」の意義戦後の社会福祉の基盤となった「措置制度」の意義



小学校小学校小学校小学校・・・・中学校中学校中学校中学校 → 都道府県立都道府県立都道府県立都道府県立のののの特別支援学校特別支援学校特別支援学校特別支援学校（（（（病弱病弱病弱病弱））））

市町村教委市町村教委市町村教委市町村教委

都道府県教委都道府県教委都道府県教委都道府県教委

特別支援学校特別支援学校特別支援学校特別支援学校

(病弱病弱病弱病弱））））

保護者保護者保護者保護者

病院病院病院病院

小学校小学校小学校小学校・・・・中学校中学校中学校中学校



1313

病院内にある学校

学級数

特別支援学校（病弱）の分校・

分教室・訪問
４３７

特別支援学校（病弱）以外の分

校・分教室・訪問
２１２

小・中学校の病院内の特別支

援学級
２６５

合計 ９１４

Ｈ２３年度 全病連調査より

全国病弱虚弱教育連盟病類調査



高次脳機能障害関連疾患支援冊子

復学支援のポイントは、まず退院時の動き方

• 体調管理や症状への
対応をセットで伝える工
夫

• 復学支援会議の持ち方

身近な教員を味方につけてください

• 子どもの年齢で支援の
視点が異なる



支援冊子パンフレットから

復学支援は入院中から始まる

復学支援における課題

• 都道府県により、病弱教育の位置づけに差がある。
• 子どものリハビリが出来る機関の情報不足

• 高次脳機能障害の場合、都道府県の行政単位を超えて
治療（リハビリ）を受ける子どもが移動するため、復学も、
行政単位を超えて行われる場合が多い。

都道府県行政を超えた教育のネットワーク化が必要



まとめに代えて

教育からみた課題

• 当事者の経験知と医療知識の共有化
• 高次脳機能障害の評価の質を高める工夫

検査の時だけでなく、日常的に本人や保護者との信頼関係を築くこと

• 教育的介入のノウハウの蓄積

復学への配慮事項に、認知機能の低下も入れる。教育内容の
引き継ぎとセットで、前籍校に伝える。

• 家族支援の仕組みの構築


